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札幌大学教職員組合ニュース 

No.38 2018 年 7 月 11 日 札幌大学教職員組合書記局  発行  

組合事務室は１号館２階１２１０です。  Ema i l：su . t radeun ion@gma i l . com  

法人「主導」の労働者の過半数代表者選出を強行へ 

 

６月２８日の組合からの団交開催要求に対する法人の対応 

前号組合ニュースでお知らせした通り、組合は選出要領の第４案を作成し、これにのっとって過半

数代表者を選出するための労働者大会を開催するために、その協力を求めて法人に７月３日か５日い

ずれかの団体交渉の開催を要求しました。 

２日、武田理事名で法人より回答が来ました。その回答の要点を挙げると、次のようになります。 

 

〇これまで組合と要領案について話し合いを続けてきたが、合意できそうにないので、法人が代表

者の選出をやる。近々、教職員から選出要領案に対するパブリックコメントを求めるつもりだ。 

〇組合の求める労働者大会は、透明性、公平性や公正性からふさわしくない。 

〇団交は法人側出席者の都合が悪いので、別の日程を提示して欲しい。 

 

組合の労働者大会開催への協力を団交で協議しようという要求には、「労働者大会はふさわしくな

い」、「組合と話し合っても埒が明かないので、法人主導でやる」という理由でこれを断っておきなが

ら、団交の日程の再設定を求めてくるのです。上記だけでは理由にならないと考えたからなのか、法

人は、さらに以下のような回答も追加しました。 

 

〇労基署より早期の３６協定締結ができるよう、今週中に代表者選出日程を出すことを求められた。 

 

組合の団交開催の要求項目を退けていますから、これは「団交拒否」に他なりません。法人が何の

ために組合に団交日程の再提案を求めてくるのか分かりませんが、とりあえず、組合は３日に、団交

日程の検討の参考にしたいので、法人にとって都合のいい日程を教えて欲しいと質問しました。とこ

ろが、その質問の答えが来る前に、同じ日に法人・事務局側は突然、佐藤執行委員長に直接「札大総

第１１５号文書」と２件の別添文書を手渡し、その直後にイントラネットに同文書と２件の別添文書

を掲示しました。 

 

法人主導の過半数代表者の選出に対して、組合より抗議書を提出 

今回の過半数代表者の選出では、４月１８日に使用者である法人が理事長名の文書で「労働者の過

半数代表者の選出をする」と組合と教職員に通知を出したことに、そもそもの誤りがあったのです。

組合ニュースＮｏ.３５で報じたように、労働基準法施行規則６条の２及び厚生労働省の通達などによ

れば、「過半数代表者」の選出の要点は、労働者が自治的に「労働者側の代表」を決めることにありま

す。使用者がこれに関与して選出方法を決めなければならない問題ではありません。 

本学でも、労働者の団体である労働組合が選出要領を作って、過半数代表者を選出しようとしてき

ました。使用者である法人・事務局に団交や事務折衝を通じて組合の意見を伝えてきました。しかし、
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法人・事務局側は、組合が作成している要領案や提案している代表者の決め方について聞く耳を持ち

ませんでした。組合からの提案を法人が受け入れない理由として「透明性、公平性、公正性に問題が

ある」ことを挙げますが、過半数代表者の選出で重要なのは「労働者同士で解決すること」にあり、

「透明性、公平性、公正性」ではありません。ですから、その選出方法も、労働者の過半数が支持し

ていることが明確になる民主的な手続きであれば、法人・事務局側がこだわる投票だけでなく、挙手

でも、労働者の話し合いでも、持ち回り決議でも構わないのです。逆に、使用者である法人・事務局

は労働者側ではないので、「透明性、公平性、公正性」という理由にならない理由を持ち出すしかない

のです。さらに、厚労省の通達によれば、過半数代表者は「使用者の意向によって選出された者では

ないこと」とされていますから、理事長名で過半数代表者の選出について通知することは、労基法の

趣旨から逸脱しています。この点についても、団交や事務折衝を通じて、組合は何度も法人・事務局

側に伝えています。 

にもかかわらず、札大総第１１５号文書はこれまでの組合からの意見を無視したものとなっていま

す。したがって、組合から７月４日付けで法人に対して以下のような抗議書を提出しました。 

 

２０１８年７月４日  

２０１８札労組－１５ 

学校法人札幌大学 

  理事長 荒川 裕生 様 

札幌大学教職員組合     

執行委員長 佐藤 郁夫 

札大総第１１５号文書に対する抗議書 

 

平成３０年７月３日付け札大総第１１５号文書の「３６協定締結に必要な労働者の過半数代表者の

選出について」に関して、これまでも組合は団体交渉や事務折衝、要求書等を通じて、過半数代表の

選出について、法人がこれを主導するのは労働基準法の趣旨を逸脱する行為であり、理事長名で過半

数代表者の選出を通知した文書は撤回すべきである、と繰り返し主張してきました。 

また、そもそも労働者の過半数代表者の選出は、労働者が自治的に解決する事柄であって、いかな

る理由があろうとも、使用者側がこれに介入すべき事柄ではありません。 

それにもかかわらず、この理事長名で出された札大総第１１５号文書は、これまでの組合からの意

見を一切無視するものであり、労働者の過半数代表者の存在意義を歪曲し、冒涜するものです。組合

はこのような法人の行為に対して強く抗議します。 

あわせて、同文書の撤回を求めると共に、このことについての法人側の見解について、理事長の署

名捺印した文書による誠実な回答を要求します。 

 

上記について、７月６日（金曜日）までに書記長に文書で提出することを要求します。誠実に回答

されることを強く要望します。 

 

労働者の過半数代表者の選出に関する要領（案）組合第５案 

７月４日付け札大総第１１５号文書の別添１として出された要領（案）に対して、組合執行委員会

において検討し、「労働者の過半数代表者の選出に関する要領（案）」組合第５案を作成しましたので、

今号組合ニュースに掲載し、教職員の皆さんにお知らせすることにしました。ご確認ください。なお

この組合第５案は、７月６日に再度の団体交渉開催の要求と共に提出し、人事担当へのパブリックコ

メントとしても提出しました。 
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（組合第５案） 

学校法人札幌大学労働者の過半数代表者の選出に関する要領（案） 

平成３０年〇月〇日 

制定 

 

（趣旨） 

第１条 労働基準法（昭和 22 年法律第４９号。以下「労基法」という。）第３６条に定める時間外労

働・休日労働に関する労使協定を学校法人札幌大学（以下「本学」という。）と締結する労働者の

過半数の代表者（以下「過半数代表者」という。）の選出について、必要な事項を定める。 

 

（任務） 

第２条 過半数代表者の任務は、労基法第３６条に定める時間外労働・休日労働に関する労使協定の

締結に関する事項とする。ただし、労働組合法に認められた労働組合活動を阻害するものであって

はならないので、過去に法人と教職員組合との間で合意したものを変更・改定する場合及び新たな

制度を導入する場合は、法人と教職員組合との協議・承諾がなされたことを前提とする。 

 

（過半数代表者の資格） 

第３条 過半数代表者になることができる者は、本学に雇用されている労働者（現に管理職手当を受

けている者及び管理監督の立場にある者を除く。以下「労働者」という。）とする。ただし、学生

及び授業補助員などは含めないものとする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、過半数代表者になることができない。 

（１）理事 

（２）副学長 

（３）大学院長 

（４）学系審議委員 

（５）副学長補 

（６）事務局長 

（７）部長 

（８）課長 

 

（任期） 

第４条 過半数代表者の任期は、第５条第１項により選出された日から１年とし、再任を妨げない。 

２ 異動・退職や本人の退任希望等により任期途中に過半数代表者が欠けた場合は、改めてこの要領

により選出し、任期は前任者の残任期間とする。 

 

（過半数代表者の選出方法） 

第５条 過半数代表者は、労働者の中から選挙により選出する。ただし、選挙資格者の過半数の合意

の下、その他の公正で民主的な方法により過半数の信任を得て選出された者がある場合は、この要

領に定めた選挙は行わず、その者を過半数代表者とする。 

２ 管理監督の立場にある者及び過半数代表者になることができない者は、選挙に際して職位による

影響を労働者に与えてはならず、法人の意向を反映させるための不当な選挙干渉をしてはならない。 

 

（過半数代表者の資格喪失） 

第６条 過半数代表者の死亡、心身の故障、公民権停止、逮捕・拘留、刑事訴追、海外研修などの長

期にわたる不在、本学の教職員資格の喪失、本人からの退任願い等の、過半数代表者としての職務



4 

 

を適切に遂行できないと思料される欠格事由等が生じた場合には、過半数代表者の地位を失うもの

とする。 

 

（選挙管理委員会） 

第７条 第５条に定める選挙を行うために、選挙管理委員会（以下「委員会」と言う。）を置く。 

２ 委員会の業務は、以下の通りとする。 

 （１）第８条の公示と名簿の作成及び管理 

 （２）第９条の立候補者の受け付け 

 （３）第１０条による公示 

 （４）第１１条と第１２条、第１５条、第１６条の投票の管理 

 （５）第１４条の投票結果の公示 

 （６）第１７条の期日前投票の管理 

 （７）第１８条の異議申立ての受け付け 

３ 委員会は、次の４名の委員により組織する。 

（１）委員会が定める過半数代表者選挙の投票予定日に本学に無期雇用の教育職員として勤務後１

０年を経過した専任の教育職員（ただし、委員の就任予定日において、休職、病気休暇、海外研

修など、長期にわたり不在となる者を除く。）のうち、最も若年の者（同年齢の者が複数名いる

場合には、籤引きにより決定する。）２名 

（２）委員会が定める過半数代表者選挙の投票予定日に本学に無期雇用の事務職員として勤務後１

０年を経過した専任の事務職員（ただし、委員の就任予定日において、休職、病気休暇、海外研

修など、長期にわたり不在となる者を除く。）のうち、最も若年の者（同年齢の者が複数名いる

場合には、籤引きにより決定する。）１名 

（３）総務人事課係長またはその職務に相当する労働者（ただし、委員の就任予定日において、休

職、病気休暇、海外研修など長期にわたり不在となる場合は、その職務を代行する者。）１名 

（４）前各号にあたる者が就任できない特段の事情がある場合は、それに準じる者とする。 

４ 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出された者がその職を務める。ただし、前項３号に

あたる者を除く。 

５ 委員の任期は、過半数代表者が選出され、過半数代表者の任期満了に伴う選挙を行うために新た

な委員会が設置されるまでの間とする。過半数代表者の任期満了、及び選挙管理委員がやむを得な

い事情から退任の２か月前までには、次期の過半数代表者選挙のため、第７条第３項の規定に基づ

いて補充されるための委員選任をしなければならない。 

６ 委員の選任のための事務手続きは、総務人事課人事係長またはその職務に相当する労働者が行う。 

７ 委員が委員会の事務に従事する時間は、本学の他の業務を免除されるが、委員会の業務にあたっ

ては、本来の職務にできるだけ支障のないように留意しなければならない。 

８ 決議は委員の過半数で決する。賛否同数の場合は委員長の決したところによる。 

９ 委員会は事務を遂行するにあたり、過半数代表者選挙資格者名簿（以下「選挙資格者名簿」とい

う。）作成などに必要な情報や資料の提供を含む協力や援助を本学に求めることができる。 

 

（選挙資格者） 

第８条 選挙資格者は、第１０条に定める過半数代表者選出選挙日程の公示日３カ月前に、労働基準

法第９条及び労働契約法第２条に定められている本学に雇用されている労働者（役員・学生アルバ

イト・労働者派遣法第４４条２項の主旨に基づき他に本職や本務校を持つ非常勤職員を除く）で、

選挙資格者名簿に登録された者とする。 

２ 選挙資格者名簿は、その原本を委員会が終結するまで保管しなければならない。 

３ 委員会は、選挙資格者名簿に登録された者が、本学に在職しなくなったなど選挙の権利を有しな
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くなったときは、選挙資格者名簿から抹消しなければならない。 

４ 労働者は、選挙資格者名簿を閲覧することができる。閲覧期間は、第１０条に定める過半数代表

者選出選挙日程の公示の翌授業日から起算して２週間とする。 

５ 選挙資格者名簿の登録内容について訂正を求める者は、閲覧期間内に文書により委員会に申し出

るものとする。委員会は、事実を確認し、必要な訂正等を行う。 

 

（過半数代表者の立候補） 

第９条 過半数代表者に立候補を希望する者は、委員会が定める様式の立候補届出書（以下「立候補

届出書」という。）に必要事項を記入し、５名以上の過半数代表者になることができる者の推薦を

添えて委員会に提出する。 

２ 立候補の受付期間と時間は、受付期間開始日の１０授業日前までに本学の掲示板と本学ホームペ

ージ及びイントラネットにより公示する。 

３ 委員会は、立候補の届出した者の氏名を本学の掲示板と本学ホームページ及びイントラネットに

より公示するものとする。 

４ 立候補の届出をした者は、届出後及び公示後においても届出を取り下げることができる。 

５ 第１項の立候補の届出をしようとする者が、出張、研修その他やむを得ない理由により、立候補

の届出期間内に立候補の届出ができない場合は、当該理由を証明する書類を添付の上、代理による

届出を行うことができる。 

６ 立候補の届出期間内に立候補をする者がない場合には、当該届出期間を委員会が定める期日まで

延長する。この場合、必要に応じて投票日等の日程を変更することができる。 

 

（選挙等の公示） 

第１０条 委員会は、過半数代表者選挙の日程及び投票の方法等について、投票日の１０授業日前ま

でに本学の掲示板と本学ホームページ及びイントラネットにより公示する。 

 

（過半数代表者の選挙の方法） 

第１１条 過半数代表者の選挙は、所定の用紙による直接無記名投票により行う。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、郵送等により投票することができる。 

（１）非常勤講師 

（２）休職者 

（３）育児休業者 

（４）国内留学・国外留学中の者 

（５）病気休暇取得中の者 

３ 投票は、選挙資格者名簿に記載された者一人につき一票とする。 

４ 投票の結果、第８条に定める選挙資格者の過半数の票を得た者を、過半数代表者とする。 

５ 委員会は、過半数代表選挙を労働者の投票しやすい日程に組み、掲示、電話、学内放送、通知文

書の配布、電子メールの送付などの方法により、選挙資格者に対して投票を棄権しないように、要

請することができる。 

 

（信任投票） 

第１２条 候補者一人に対する信任投票は、〇✕式無記名投票及び挙手などによる公正な方法を行い、

選挙資格者の過半数に達する票を得た者を過半数代表者とする。 

２ 第１１条第４項の投票の結果、選挙資格者の過半数の票を得た者がいない場合は、最多得票を得

た者一人について信任投票を行うものとする。ただし、最多得票を得た者が複数のときは、委員会

が公正に籤を行って一人を定める。 
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３ 前２項の信任投票の結果、当該候補者を信任しない者が選挙資格者の半数に満たない場合は、当

該候補者が過半数代表者として信任されたものとする。 

 

（過半数代表者を選出できない場合） 

第１３条 第１１条４項、第１２条１項、２項、３項により過半数代表者を選出できないときは、こ

の要領に準じて再選挙を行うものとし、過半数代表者を選出するまでこれを繰り返す。 

 

（過半数代表者の選挙結果の公示） 

第１４条 委員会は、過半数代表者の選挙結果を本学の掲示板と本学ホームページ及びイントラネッ

トに公示する。 

 

（投票と開票に関する事項） 

第１５条 投票所（期日前投票を含む。）及び第１２条第１項、２項、３項の定めに従った方法、郵送

等における投票方法、開票所の設置場所、投票期間、投票時間、開票の日時は委員会が都度定める。 

２ 各候補者の推薦人から１名を立会人とし、開票を行う。 

 

（無効票） 

第１６条 以下のいずれかに該当する投票は、無効票とする。 

（１）所定の投票方法によらないもの 

（２）立候補者が誰であるかを確認（特定）できず、あるいは確認（特定）し難いもの 

（３）２人以上の立候補者の氏名を記載したもの 

（４）立候補者以外の氏名を記載したもの 

（５）氏名ではない他の事項を記載したもの。ただし、所属、身分、年齢、性別、住所、職掌、敬

称の類を氏名に併記した場合を除く 

（６）白票 

２ 前項に定める投票の効力の有無は、立会人の同意の下に委員会が決定する。 

 

（期日前投票） 

第１７条 選挙資格者が、休暇、出張、研修、非常勤その他やむを得ない事由により、投票所への出

頭の方法で選挙投票日に投票できずあるいは同日に投票することを欲しない場合は、期日前投票を

行うことができる。 

２ 期日前投票の期間は第１０条に定める公示日より投票日前日までとし、立会人の立会いの下に期

日前投票箱に投票するか、もしくは郵送により投票する。開票時まで開封しないこととし、立会人

の監視の下で開封する。 

 

（異議申し立て） 

第１８条 選挙に関する異議申し立てがあった場合は、事務局及び教職員組合の合議によりその理由

が認められたならば、委員会は改めて選挙を行う。 

２ 異議申し立ては、第１４条により公示された日より１４日以内に、選挙資格者名簿に記載された

者の過半数に達する署名により行わなければならない。 

 

（雑則） 

第１９条 この要領に定めるもののほか、過半数代表者の選出等に関し必要な事項は、次条の例によ

る。 
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（改正） 

第２０条 本要領の改正は、５名以上の労働者の要請に基づき、過半数代表者によってすみやかに行

うこととする。 

２ 過半数代表者は、法令及び規程・要領の変更に伴う軽微な改正を除き、本要領を改正しようとす

る場合は、透明性を確保し、公平、公正な方法により、広く労働者の意見を聴取し、その結果を反

映させなければならない。 

    

     附則 

この要領は、平成３０年〇月〇日から施行する。 

 

 

組合からの抗議書に対する法人からの回答、及び組合からの再度の団交開催要求については、次号

にてお知らせします。 

 

地位確認訴訟の第１０回裁判とその後の動き 

 ロシア語専攻の特任准教授による地位確認と給与未払いを求める裁判は、１２月２０日の第６回裁

判以降、これまで以下のように裁判が行われてきました。 

 

  １２月２０日 第６回裁判       ４月２７日 第９回裁判 

  ２月 ９日  第７回裁判       ５月２８日 第１０回裁判 

  ３月２９日  第８回裁判         

 

次の第１１回裁判は、７月１７日に予定されています。 

 

今年度の札幌大学教職員組合大会にご参加ください 

 過半数代表者を選出するための労働者大会とは異なりますが、毎年恒例で行われる、札幌大学教職

員組合の今年度の定期大会を、下記のとおり開催します。 

 

  ７月１３日（金曜日）１８：００～ 

  多目的室（リンデンホール・ウェスト２階） 

  

大会議題： 

 ・２０１７年度の活動報告 

 ・２０１８年度の活動方針 

 ・２０１７年度の決算会計報告 

 ・２０１８年度札幌大学教職員組合役員選出 

 ・その他 

 

 

 


